










医療連携推進方針（案）

１．医療連携推進区域

大阪府中河内医療圈（東大阪市、八尾市、柏原市）

２．参加法人

 ・医療法人○○○○会

 ・医療法人○○○○会 ○○○○病院

 ・社会福祉法人○○○○会 特別養護老人○○○○

 ・医療法人○○○○会 （○○○○クリニック）

・医療法人○○○○会 （○○○○医院）

・医療法人○○○○会 （○○○○クリニック）

３．理念・運営方針

（理念）

地域医療連携推進法人中河内メディカルネットワークは、大阪府中河内医療圏における

医療機関の機能分担と相互連携を推進し、安心・安全かつ質の高い医療・介護サービスを

提供し、中河内医療圈域における地域包括ケアシステムの推進に寄与する。

（運営方針）

中河内医療圏における患者の受療状況は、全般的に流出超過の傾向となっているが、で

きるだけ中河内医療圏の中で医療サービスの完結を図ることを検討する。また、地域の医

療体制の現状と必要とされる医療機能を把握し、医療資源の効果的かつ効率的な活用を図

り、医療機能の分化と連携推進を充実するよう取り組む。加えて、機能分化されたそれぞ

れの医療機能においては、さらなる質の向上が求められることから、安全で安心な医療を

継続して提供できる体制を確保するために医療従事者等の教育・研修の充実に取り組む。

 また、医療のみならず患者ができるだけ住み慣れた地域で医療・介護サービスが完結で

きるよう、参加病院・参加介護施設等において、医療・介護等の需要に対応できるようそ

れぞれの機能を有効に活用し、業務連携を推進する。

さらに、地域における医療・介護における経営環境や少子高齢化および承継問題に柔軟に

対応するために、参加病院・介護施設等の経営の安定化と効率化を進め、併せてサービス

の質向上を推進する。



４．医療等相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項及びその目標

・医療・介護従事者の共同研修および相互派遣

医療安全や感染対策などについての共同研修や地域連携を図り、医療･介護従事者の

相互派遣により、職員の能力研鑚と組織の活性化、ひいては中河内圈域の医療・介護の

質の向上と信頼関係を構築する。

・医療事故や感染症発生等の緊急時における情報共有及び相互支援

医療事故や感染症発生等に備えて連絡体制を整備し、緊急時における各参加病院等の

医師、看護師、薬剤師が情報提供などを行うことで迅速かつ適切な対応ができる体制確

保に取り組む。

・検査機器・情報機器の共同利用および医薬品・医療機器の共同購入

参加病院等における検査機器・情報機器の保有状況を共有し、これらの機器の共同利

用の可否を協議し、設備・機器等の資源の有効活用を図る。また、医薬品・医療材料等

の使用情報の共有を進め、医薬品・医療機器の共同購入の調整や一括価格交渉の実施に

ついて検討する。

・診療機能の分担強化

参加病院等の機能を詳細に把握し、強みや特色を活かした診療連携体制を強化する。

また、超急性期から回復期、さらには在宅医療に至るシームレスな診療体制の構築を推

進するとともに、中河内医療圈の医療需要に応じた診療機能の分担について検討する。

・その他関連する事業

参加病院等及び参加介護施設等以外の医療機関や介護施設等とも情報交換を図り、中

河内医療圈における医療機関や介護施設等と有機的に連携が図れるよう調整する。

５．介護事業その他地域包括ケアの推進に資する事業に関する事項

・各種介護サービスの安全性と質の向上

感染対策、急変時対応などにおける連携やそれらに関する共同研修の実施、病院から

在宅に至るまでの医療・介護のスムーズな連携推進についての検討を行い、地域包括ケ

アシステムの構築に努める。

・その他関連する事業

上記に加え、各種介護施設におけるサービスの質向上や経営安定化のための事業およ

び事業継承について検討する。


